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平成 27年 3月 13 日 

 

各      位 

会 社 名 株 式 会 社 ネ ク ス 

代 表 者 名 代表取締役社長        秋山 司 

 （ＪＡＳＤＡＱ・コード 6634）

問 合 せ 先 

役 職 ・ 氏名 代表取締役副社長          石原 直樹

電 話 03-5766-9870

 

 

第三者割当による第５回無担保転換社債型新株予約権付社債 

発行に関するお知らせ 

 

当社は、平成 27 年 3月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による第５回無担

保転換社債型新株予約権付社債発行について決議致しましたので、お知らせ致します。 

記 

 

Ⅰ．第三者割当による第５回無担保転換社債型新株予約権付社債発行 

１． 募集の概要 

第 5回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要 

（1）払込期日 平成 27 年 3月 30 日 

（2）新株予約権の総数 1,165 個 

（3）社債及び新株予約権 

の発行価額   

本 社 債 の 額 面 金 額  100,000,000 円 と 30,000,000 円 と

15,000,000 円と 10,000,000 円の四種 

本社債の発行価額 本社債の額面金額 100 円につき 100 円 

本社債に付された新株予約権の数 額面 1,000,000 円あたり 1個

本新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。 

（4）当該発行による潜在株式数  1,069,785 株 

（5）資金調達の額 1,165,000,000 円 

（6）行使価額 

（又は転換価額） 
1,089 円 

(7)行使期間 平成 27 年 3月 30 日から平成 30 年 3月 29 日 

発行時から平成 28 年 3 月 29 日までの間は、東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」という。）が、

割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の

終値）の金額に 1.5 を乗じた金額（1,634 円）を超過した日以降で

なければ本付属新株予約権の行使はできない(終値の小数点以下

は切上げ)。 

（8）募集又は割当方法 第三者割当 
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(割当先) 第三者割当の方法により、Glory International Management  

Limitedに235,000,000円（額面100,000,000円の本社債2個、

15,000,000円の本社債1個、10,000,000円の本社債2個）、株式会

社エイビット・ホールディングスに30,000,000円（額面10,000,000

円の本社債3個）、Brillance Hedge Fundに90,000,000円（額面

30,000,000円の本社債3個）、Brillance Multi Strategy Fundに

360,000,000円（額面30,000,000円の本社債12個）、Brillance 

Strategic Partners Fundに150,000,000円（額面30,000,000円の

本社債5個）、株式会社大古曾に100,000,000円（額面100,000,000

円の本社債1個）、カメラのアマノ株式会社に100,000,000円（額

面100,000,000円の本社債1個）、サンポー食品株式会社に

50,000,000円（額面10,000,000円の本社債5個）、深海 康史に

50,000,000円（額面10,000,000円の本社債5個）を割り当てる。

(9)償還価額 各本社債の額面 100 円につき金 100 円 

（10）その他 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の

効力が発生することが条件になります。 

 

２．募集の目的及び理由 

当社が注力する M2M※分野は、急速な市場拡大が見込まれており、市場規模は 2013 年度に約 2,377 億

円であったものが 2018 年度に約 11,700 億円へと成長する試算があるなど(出所:野村総合研究所「IT ナ

ビゲーター2014 年度版」)、引き続き非常に関心が高まっております。 

※「M2M」とは、ネットワークにつながれた機器同士が相互に情報を交換し、さまざまな制御を自動的

に行うシステムで、人手を介することなく相互に情報交換できることが大きなメリットです。そのため、

パソコンやサーバーだけではなく、車両運転管理システムとの融合による運転状況の管理、自動販売機

の在庫管理や故障等のモニタリング、エレベーターや ATM の遠隔監視や故障等のモニタリング、電気・

ガスのメーターの遠隔検針やセキュリティ対策など、多種多様な分野で導入されています。 

 

M2M 市場の構造は機能分化されており、デバイス機器の提供、通信回線の提供、サーバーの提供、ア

プリケーションの提供などのサービスが複合してマーケットが形成されています。当社は今までデバイ

ス機器の提供のみを行っていましたが、M2M 市場の成長を上回るスピードでシェアの確保及び確固たる

収益基盤を確保するために、子会社である、イー・旅ネット・ドット・コム株式会社（本社：大阪府岸

和田市荒木町 2-18-15、代表取締役社長：福田 隆明）、株式会社ネクス・ソリューションズ（本社：東

京都港区南青山 5-4-30、代表取締役：石原 直樹）、株式会社ケアダイナミクス（本社：東京都港区南

青山 5-4-30、代表取締役社長：石原 直樹）を含めたネクスグループとして、ネクス単体でのハードウ

ェア製品の提供だけに留まらず、サーバーアプリケーションなどのソフトウェアも含めた M2M 市場のバ

リューチェーンの垂直統合を進め、ワンストップサービスによるメリット提供、バリューチェーン全体

での利益の 大化を目指しております。 

 

当社単体としてはデバイス機器の提供を強化するために新たな製品の開発、新たな領域へのドメイン

の拡大を進めております。平成 25 年 10 月末日には株式会社エイビット・ホールディングス（本社：東

京都八王子市南町 3-10、代表取締役：檜山 竹生、以下「エイビット・ホールディングス社」という）

と業務提携に関する基本合意書を締結し、平成 25 年 11 月に、株式会社エイビット・ホールディングス

を引受先とする第三者割当増資を実施いたしました。当該業務提携により、両社それぞれが保有してい

る様々な技術を融合させ共同研究開発を行なうことで、M２M分野における新たな技術の創造を目指すと

ともに、エイビット社が得意とするコンシューマ分野と当社の M２M分野、双方の顧客基盤の活用や、既

存製品も含めた製品部品の共同購買等による原価低減などにより、両社の更なる販売拡大及び利益の拡
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大を見込んでおります。なお、株式会社エイビット・ホールディングスを引受先とする第三者割当増資

による資金につきましては、当該調達資金の約 300.7 百万円の資金用途はエイビット社との業務提携の

もと同社との共同開発の開発資金として充当をしております。 

 

前述した株式会社ネクス・ソリューションズは、平成 26 年 1 月 31 日を効力発生日とした吸収分割契

約により、株式会社 SJI（本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：石濱 人樹）の国内事業部を

承継した当社子会社です。そのため、平成 26 年 2 月 28 日付で、株式会社ネクス・ソリューションズの

業績を加味した平成 26年 11 月期を初年度とする中期三ヶ年計画を新たに策定し、中長期的に M２M分野

の市場成長を上回るスピードでの成長を目指すこととしました。 

中長期の成長の為の施策として、M2M 市場のバリューチェーンの垂直統合を行っていきます。当社子

会社である株式会社ネクス・ソリューションズの持つソフトウェア開発力と、当社のハードウェア開発

力とを合わせる事により、デバイス機器だけの提供に留まらず、サーバーアプリケーションなどのソフ

トウェアサービスを合わせて提供することが可能になります。 

また、ハードウェア開発とソフトウェア開発の提供の具体的な案件として、平成 26 年 4 月 30 日付で

株式会社ヴィストン(本社：大阪府大阪市、代表取締役：大和信夫）との介護ロボットの共同開発を開始

しました。本件共同開発は、株式会社ヴィストンの開発する介護ロボットに対し、当社の通信モジュー

ルを組み込むことで、将来的に介護ロボットの遠隔制御や状態監視、高齢者の見守り、音声や画像の送

信、ロボットのソフトウェアのアップデート等の実現を図ります。また、株式会社ネクス・ソリューシ

ョンズでは、ロボットから収集したデータを蓄積するサーバーやそのデータを活用し役立てる為のアプ

リケーションの開発を行うことで、スタンドアローンのロボットでは実現できない様々な可能性・拡張

性を付加させる事が可能です。さらに、開発にあたっては、サイバーダイン株式会社（本社：茨城県つ

くば市、代表取締役：山海嘉之）のロボットスーツ HAL®などの介護現場への試験導入や、自らも介護ロ

ボット研究の実績がある、社会福祉法人善光会（本部：東京都大田区、理事長：梅田茂）と同 4 月に提

携をおこない、高齢者にとってユーザビリティーが高い製品、また介護者側の視点で必要な機能を実装

するため、介護施設におけるマーケティングや試作機の導入を繰り返しながら、生の介護の現場に 適

な、必要とされる介護ロボットの開発を行なっております。 

この様な新製品の開発につきましては、お客様より開発資金をいただく受託開発と自己資金による開

発が有ります。前者は、自社で開発資金がかからないというメリットが有る一方で、マーケットの状況

に関係なくお客様からの受注が無いと開発着手ができません。そのため市場への製品投入のタイミング

を逸する可能性があります。また販売先が当該顧客に限られる為、幅広く販売を行う事が出来ません。

一方後者は自己資金が必要ですが、技術力・企画力を活かすことで、マーケットの需要に遅れる事無く

開発に着手でき、また、販売先が限定される事無く複数の顧客に幅広く販売を行う事が出来ます。後述

します、現在開発中及び開発を予定している 4 種の新製品（１製品は今期より販売を開始予定、3 製品

については来期以降に販売を予定）につきましては、現在市場には同様の製品が無いこと、今後成長が

見込まれる自動車テレマティクス分野の製品など、潜在的需要がありその利便性と汎用性の高さから、

早期に開発に着手でき、販売先を限定されない自己資金による開発を行なう予定です。当該４種の新製

品は前述した中期三ヶ年計画達成の為に大きく寄与する製品となっております。 

そこで、当社は平成 26年 10 月 30 日付で公表しました「第三者割当による新株式発行及び第４回無担

保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ」のとおり、４種のＭ2Ｍ関連製品の開発資金、そ

の中で既に受注見込みが立っていた１製品の一括仕入れ資金、今後の成長戦略としてＭ＆Ａを積極的に

検討・実施していくための資金を資金使途とした、資金調達（以下、「前回資金調達」と言う）を実施し

ました。 

 しかし、平成 26 年 10 月 10 日に当社が連結業績予想の下方修正を行う適時開示を行ったことから、一

部の投資家が引受を見合わせるなど、引受先及び調達額面が大きく変わることとなり、結果として約 11

億円の調達に留まり、上記資金使途の必要資金全額をまかなう調達が出来ませんでした。今般、前回資

金調達後に、当社株価が上昇するなど、環境に変化が見られたため、上記資金使途に加えて、受注見込
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みが立った別製品の仕入資金も含めて、必要資金を調達することとしました。現在必要と考えている資

金は総額で 24 億円であり、前回資金調達の内容と平成 27 年 1 月現在の充当状況、不足する金額につい

ては表１の通りです。 

表１ 

資金使途 必要資金 10/30 調達資金 今回必要資金 充当額 支出予定時期 
M2M 関連製品

開発の為の外注

費その他経費等 

1,100 百万円 500 百万円 600 百万円 36 百万円 平成 27 年 2月

〜平成 28年 3 

月 
デバイス事業に

おける一部製品

の一括仕入の為

の資金 

1,000 百万円 297 百万円 565 百万円 - 平成 27 年 6月

〜平成 27 年 9 

月 

その他、資本提

携、投資資金等 
300 百万円 300 百万円 - 

 
- 平成 27 年 3月

〜平成27 年 11 

月 
合計 2,400 百万円 1,097 百万円 1,165 百万円 36 百万円  

 

 当社は前回資金調達の資金使途としてあげている 4 種の M2M 関連製品以外にも、平行して数種類の新

製品の開発（以下、「その他開発」と言う。）を控えております。その他開発に必要な資金である約 500

百万円については前回資金調達に頼らず自己資金にて開発を行う予定でした。前回資金調達後に、調達

額が不足したことから、その他開発を止め、手元自己資金を 4 種の M2M 関連製品の開発費に充当すると

いった選択肢も検討をしましたが、その他開発を止める事は、来期以降の会社の成長を鈍化させる可能

性が非常に高いため現実的ではないこと。また、今後の成長施策として有力な選択肢であるＭ＆Ａを積

極的に検討・実施していくにあたり、前回資金調達時の資本提携、投資資金として調達した 300 百万円

については、決議日現在で実現した案件はありませんが、引き続き複数案件を検討しており、前回資金

調達時に予定していた 300 百万円を超える資金が必要になると見込んでおり、超過した資金（約２００

百万円を予定）については手元自己資金の充当を予定しております。そのため、Ｍ＆Ａ案件実現のため

に資金が必要な時に支払いが出来ないという機会損失発生リスクを避けるため、当該 300 百万円は 4 種

の M2M 関連製品の開発費には充当せず、さらに手元資金の流動性も高めたいといった思惑があること。

加えて現段階におきまして、金融機関から短期間の運転資金の借入は出来たものの、新製品開発や設備

投資を目的とした大口かつ長期借入金の調達は出来なかったため、本資金調達を実施する事となりまし

た。 

 

３．調達する資金の額及び使途 

（1）調達する資金の額  

 ① 払込金額の総額（新株予約権付社債） 1,165,000,000 円

 ② 発行諸費用の概算額 5,000,000 円

 ③ 差引手取概算額 1,160,000,000 円

(注)１ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

  ２ 発行諸費用の概算額には、弁護士費用 1,000,000 円、第三者評価機関による証券価値算定費用

等 2,000,000 円、第三者調査機関による調査料 600,000 円、印刷会社費用 1,000,000 円、登記

関連費用等 400,000 円であります。 

 

（2）調達する資金の具体的使途 

新発行による資金調達の具体的な使途については、以下のとおりであります。 

 

使途 金額 支出予定時期 
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①M2M 関連製品開発の為の外注費、

その他経費等 
600 百万円 平成 27 年 4月〜平成 28 年 3 月 

②デバイス事業に置ける一部製品の

一括仕入の為の資金 
560 百万円 平成 27 年 6月〜平成 27 年 9 月 

合計 1,160 百万円  

（注）１.調達した資金は、支出するまでの期間、当社の取引先銀行の普通預金口座にて保管する予 

定です。 

   ２.資金使途の内容は、以下のとおりです。 

 

①  今後急速な市場拡大が見込まれるM2M分野において、確固たるシェアを確保するため、継続

的且つタイムリーに新製品を市場に投入する為の開発費に使用します。 

 当該開発費は、今期および来期以降に市場に投入を予定している４種の新製品の開発費に充

当致します。今後着手する新たな商品開発の為の開発外注費および認証費用を含むその他費用

として約465百万円（前回資金調達360百万円とあわせて合計825百万円）、その他検査機器等へ

の投資、量産に向けた設備設計や金型設計等の外注費、エンジニアリングサンプル、プリプロ

ダクションサンプル等のサンプル品の費用、及び作成に当たるイニシャル費用（治具、工具等

の購入や、検査機器購入やリース費用、検査の為の環境整備（レンタルルーム等）、金型作成、

出張費等になります。）として約135百万円（前回資金調達140百万円とあわせて合計275百万円）

を使用する予定です。 

 4種の新製品のうち1製品は、前回資金調達後にすでに開発着手し、今期の下期には市場投入

を予定しております。また、４種の新製品のうち2製品は、製造を委託するODM※先の変更や、

顧客との製品仕様に関する調整が長引いたことで、前回資金調達時には進行年度の第1四半期

から開発に着手する予定でしたが、第2四半期からの開発着手に予定を変更しており、来期に

市場投入を予定しております。残りの1製品につきましては、前回資金調達時の予定通り第2四

半期から開発着手し、来期に市場投入を予定しております。 

 

②  前述した4種の開発製品は、海外の提携企業にてODMを行い、ODM先で量産された完成品

を当社がドル払いで仕入れたうえで販売を行います。 

 前回資金調達時に想定していた、前述した4種の製品のうち今期の下期に市場投入を予定す

る1製品について、現時点で顧客より具体的な受注見込みをうけており、安定的に多くの受注

を受ける見通しのため、昨今の円安の動向や大量発注による原価低減、また通常は顧客から受

注して、製造、納品までの工程に２〜３ケ月を要することから、タイムリーに顧客のニーズに

応えるために一括仕入を行ないます。 

また、上記４種の新製品とは別で、自己資金と一部顧客より開発資金を頂いて開発を行って

いる1製品についても、今回新たに一括仕入を行うこととしました。現時点で顧客より具体的

な受注見込みをうけており、安定的に多くの受注を受ける見通しがあることと、顧客より、タ

イムリーな納品の要求に柔軟に対応してほしい旨の要望を受け、一部開発費を頂いている関係

上、要求には 大限応える必要があり、大量発注による原価低減にも繋がるために一括仕入を

行なうこととしました。 

 前回資金調達時の297百万円とあわせて今回は560百万を調達し総額857百万円の一括仕入を

予定しております。両製品とも支払予定時期は、初回受注分は自己資金で調達を行い、市場に

出た製品に不具合が無い事を確認したうえで平成27年6月以降に、一括仕入を行う予定です。 

 

※「ODM」とは、Original Design Manufacturing の略語で、委託者のブランドで製品を設計・生産

することをいいます。 

 

４．調達手段に関する合理性に関する考え方 

 M２M 分野に置ける事業拡大戦略を実施していくうえで、平成 26 年 2 月 28 日付で開示しました中期三

ヶ年計画の今期以降の 2 年間に想定される資金を調達する手段として、自己資金に加え、金融機関から

の借入れ等を検討し、金融機関に対し間接金融による融資等を打診してまいりました。しかしながら平
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成 25 年 11 月期は経常黒字を達成したものの、平成 26 年 11 月期第 1 四半期決算において、顧客要求の

仕様変更に応えるため、追加での開発を行った事で、新規製品の第１四半期での市場投入が出来ず、不

本意ながら経常損失を計上しました。また第２四半期において黒字化はしましたが、前述した新規製品

の市場導入が遅れた事で予定を下回る売上となり業績の進捗については十分な改善には至りませんでし

た。 

 さらに、平成 26 年 11 月期通期で見ると、デバイス事業における長期間の導入実績のある一製品にお

いて顧客からの更なる価格低下の要求があり、当該製品の粗利率が 10%以下と低く、当該製品が近々製

品ライフサイクルの終焉を迎える製品であること等を考慮し、予定していた平成 26 年 11 月期での販売

を取りやめたこと、加えて、前述した第１四半期での開発延長に伴い、販売開始タイミングが第 2 四半

期以降にずれ込んだ製品において、売上の一部が翌期にずれ込むことが判明したことから、平成 26 年

10 月 10 日付けで「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」（業績予想比で売上高が 27.7％減、当期

純利益が 52.5％減）の開示を行いました。 

 このような状況から金融機関からの直近での長期間の借入及び纏まった金額の資金調達が困難な状況

です。 

 前述した一製品の販売の取りやめによる売上の減少から、営業キャッシュフローでの当該開発資金を

捻出する事は難しく、さらに、販売開始タイミングがずれ込んだ製品の、一部売上時期のずれ込みは、

進行年度の第２四半期以降にその売上の計上を予定しておりますが、受注の打診は受けているものの、

現在交渉中であり見込める売上は確定していないことから、前回資金調達時と同様に資金が不足する状

況です。 

 また、本資金調達は２～３年にわたる長期投資に該当するため、グループ間における 1～2ヶ月を返済

期限とする短期間のつなぎ融資は取り得る選択肢になりませんでした。さらに、前回資金調達時に、当

社の株主である株式会社インデックス（平成 26 年 4 月 30 日に東京地裁から民事再生手続きの廃止決

定を受け破産手続きに移行しております。）が、担保に供している当社株式の市場での継続的な売却によ

る影響（平成 26 年 4 月 21 日インデックス提出の変更報告書の所有株数から 9 月 4 日のインデックス提

出の変更報告書の所有株数が 947,400 株も売却されており継続的な売り圧力の影響）から、株式会社イ

ンデックスの株式売却が終了するまでは、公募増資やライツオファリング等の資金調達手段は困難と判

断しており、今回も同様の判断のもと引受先と交渉を進めておりました。その後、平成 27 年 2 月 13 日

付けで株式会社インデックスの当社普通株式の売却完了を確認しましたが、その時点ですでに本資金調

達の引受先との交渉が完了していたため、選択肢とはなり得ませんでした。そのため、当社としては開

発から、製造、量産、販売といった２〜３年の長期での資金回収を考えた上で、現在の当社資金調達状

況に理解を得られることと、長期資金支援が可能な投資家からの支援を受ける事が望ましいとの結論に

なり、第三者割当による資金調達を検討しました。第三者割当増資の各スキームを検討致しましたが、

新株予約権での資金調達では開発費、仕入れにおいての１年内に発生する当社の喫緊の資金需要に対し、

万が一行使がされなければ資金需要に対応することができない可能性があること、また開発費用は開発

初期の段階で資金確保が出来ていることが開発取り上げの可否にとって重要であるため、新株予約権で

あると開発資金が必要なタイミングで現預金での調達が出来ない可能性があることから、資金確保の確

実性が高い転換社債型新株予約権付社債発行を、今回の調達手段として選択いたしました。また、返済

義務のない安定した資金となる新株式発行も検討しておりましたが、全引受先から、まずは転換社債型

新株予約権付社債の引受のみとして、業績等を鑑みてから株式への転換を検討したいという意向や、当

社といたしましても、新株式のみ発行という選択肢を取った場合に当社株式の希薄化が一気に進むこと

に対する懸念もあり、転換社債型新株予約権の発行をすることと致しました。本新株予約権付社債につ

いては、任意取得条項（以下「取得条項」といいます。）と行使制限条項（発行時から平成 28 年 3 月 29

日までの間は、株価が発行時株価の 150％（1,634 円）を超過した日以降でないと行使はできない。）が

付されております。取得条項は、株価上昇時において本新株予約権付社債の転換を促進させるとともに、

転換された社債については金銭による社債の償還が必要なくなり自己資本の増強を図ることを目的とし

ます。行使制限条項を付与することで、当初１年間は発行時株価より株価が 150％程度上昇した後に株

式に転換されることが期待され、希薄化が一度に進まないようにすることを目的としております。 
 

５．発行条件等の合理性 

（1）発行価額及び払込金額の算定根拠及びその具体的内容 
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本新株予約権付社債の本社債の発行価額は、社債 100 円につき 100 円、転換価額につきましては、

本第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前営業日（平成 27 年 3 月 12 日）の東京証券取引所ＪＡＳ

ＤＡＱスタンダード市場における当社普通株式の終値である 1,089 円といたしました。当該発行価額つ

きましては、当社の発行済株式総数と本第三者割当増資等により発行される新株式数、株式市場におけ

る当社株式の流動性、ボラティリティ、直近の上昇率及び株式市場の諸要因等、当社のおかれている状

況を加味し、各割当先と継続的に協議したうえで、決定したものであります。 

また、当社は、本新株予約権付社債の発行条件の決定に際し、他社上場企業の第三者割当増資におけ

る公正価値の算定実績をもとに、外部の当社との取引関係のない独立した専門会社である第三者算定機

関（東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社、東京都千代田区永田町一丁目 11 番 28 号 代表取

締役 能勢元）に新株予約権の価値算定を依頼しました。 

当該機関は、割当予定先の権利行使行動及び株式売却動向並びに当社の繰上償還動向について合理的

に想定される仮定を置くとともに、当社の株価（平成 27 年 3 月 12 日の終値）、当社株式の市場流動性、

配当率（0％）、リスクフリーレート 0.042％（評価基準 日における中期国債レート）、割引率 

31.58％（無リスク金利を用いずに、代替資金調達コスト用いてペイオフの期待値を算出)、ボラティリ

ティ（85.79％）、権利行使期間３年（平成 27 年 3月 30 日から平成 30 年 3月 29 日まで）、繰上償還条項、

発行時から平成 28 年 3 月 29 日までの間は、株価が行使制限に定める価格に到達するまでは、割当予定

先は新株予約権の行使ができないものとする行使制限条項等を参考に一般的な株式オプション価値算定

モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値の算定を実施した結果、本新株予約権

付社債に付された新株予約権部分の公正価値を本新株予約権付社債に付された新株予約権 1 個につき

13,310.324 円と算定いたしました。 

当社は本新株予約権付社債に付された新株予約権により当社が得ることのできる経済的利益すなわち

本新株予約権付社債に付された新株予約権の実質的な対価と本新株予約権付社債に付された新株予約権

の公正価値とを比較し、本新株予約権付社債に付された新株予約権の実質的な対価が本新株予約権付社

債に付された新株予約権の公正価値を下回る水準ではなく、本新株予約権付社債に付された新株予約権

の発行が特に有利な条件に該当しないと判断いたしました。なお、実質的な対価は、本新株予約権付社

債の券面総額 1,165 百万円に対する 3年分の利息相当額 52,425 千円程度（利息相当額＝本新株予約権付

社債の券面総額 1,165 百万円×（当社の借入利率 2%－社債利率）×3 年）であり、新株予約権付社債に

付された新株予約権の公正価値である 15,506,528 円（本新株予約権 1 個当り公正価値 13,310.324 円×

1,165 個）を上回る水準であります。 

また、当社の今後の事業価値の増大を予想し、本新株予約権付社債には、発行体である当社による繰

上償還条項（以下「取得条項」といいます。）が付与されております。取得条項が付与されている理由は、

第一義的には新株予約権の行使促進にあります。当社が、取得条項にかかる通知を割当先に行ったにも

かかわらず、割当先が残存する本新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しない場合には、残数

を償還した上で代替資金調達を実行することになります。 

 

以下、モンテカルロ・シミュレーションによる新株予約権の価値算定の前提となる各条件について記

載致します。 

ⅰ．割当先の権利行使については、モンテカルロ・シミュレーションによる算定の結果、行使期間満

了日（平成 30 年 3 月 29 日）に時価が転換価額以上である場合には残存する本新株予約権の残数全てを

行使するものと仮定しております。行使期間中においては、各時点において、社債権者は各時点の価値

と転換価値を比較することで転換行動を決定するものとし、具体的には、社債権者は、時価と転換価格

とを勘案し、①転換も繰上償還もされない場合、②繰上償還を行う場合、③転換した場合、において、

①から③のうち、経済合理性が も高い行動をすることを仮定しております。 

また、転換制限期間内においても①から③のうち、経済合理性が も高い行動をすることを仮定して

おりますが、発行体が②繰上償還を行う前提としては、転換制限期間内においては、新株予約権の行使

促進の観点から株価が発行時株価の 150％（1,634 円）を超えた場合に繰上償還を行うと仮定しており、
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転換制限期間後は、株価が発行時株価に代替資金調達コスト 31.58％を加えた 131.58％（1,433 円）を

超えた場合に繰上償還を行う仮定をおいております。発行体による繰上償還が行われた場合には、社債

権者は社債の価値と転換した場合の株式の価値を勘案し、転換した株式の価値が高ければ、残存する本

新株予約権の全てを行使するものと仮定しております。 

 

ⅱ．本新株予約権については、原則、株価が「転換価額＋代替資金調達コスト」を超過した場合に取

得条項を発動するとの前提を置いております。具体的には、代替資金調達コストは 31.58％（修正 CAPM に

より算定した株主資本コスト 5.65％に当社の想定格付けから推定した信用コスト分 25.93％を加えた数

値）としており、取得条項を発動する株価水準は、転換価額 1,089 円に代替資金調達コスト分 344 円（差

額）を加えた 1,433 円（転換価額 1,089 円×（代替資金調達コスト 31.58％＋100％）：少数点以下切上

げ）としております。株価が当該価額を超えた場合、本新株予約権による資金調達よりも代替の資金調

達の方が、調達コストが安価となり、企業が株主価値の 大化のため取得条項を発動することが合理的

と考えられるためです。また、転換制限がある当初の 1年間は、株価が発行時株価の 150％（1,634 円）

に達するまでは取得条項を発動しない前提を置いております。 

当社としては、現時点において、明確な取得条項を発動するタイミングは設定しておらず、発行後す

ぐに取得条項を発動することは想定しておりませんが、当社業績の回復などの理由により当社株価が上

昇した場合には新株予約権の引受人に転換を促すことが可能となることから、取得条項を発動すること

を想定しております。また、本付属新株予約権の公正価値の算定において、株価が1,433円となると取得

条項が発動されるという前提に基づいて新株予約権の公正価値査定が実施されている点については、よ

り有利な代替資金調達手法を確保することという既存株主の保護の観点を加味しており合理性と妥当性

があると判断しており、また実際に想定されている発動水準は将来的に固定されたものではなく将来的

に取得条項発動水準が変動する可能性があること、発行体が想定する発動水準により公正価値が変動す

ることは理論的な公正価値を算出するという趣旨にそぐわないものであることからも合理性と妥当性が

あると判断しております。 

なお、取得条項があることは、割当先にとっては、株価上昇に伴い新株予約権の価値が上昇している

にも関わらず発行体の任意による新株予約権の取得及びその消却が行われると、投資的・経済的な観点

からはデメリットといえます。 

よって取得条項があることは、発行体の選択により株価上昇した場合に新株予約権を発行体が取得で

きるというオプションを本新株予約権の引受人が発行体に付与していることと同一であり、新株予約権

の価格を減価する要因となります。当社は、取得条項がない場合についても、取得条項がある場合と比

べ新株予約権の価値が高く評価されることを確認しております。 

第三者機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社により、割当決議日前営業日の終値

を基準として概算した新株予約権の算定報告書によると、取得条項がない場合の新株予約権の 1 個当た

りの価値は、76,254 円となり、取得条項がある場合と比べ新株予約権の１個当たりの価値が 62,943 円

程度高く評価されております。 

なお、取得条項は、株価上昇時において本新株予約権付社債の転換を促進させるとともに、転換され

た社債については金銭による社債の償還が必要なくなり自己資本の増強を図ることを目的として付与し

ております。 

 

ⅲ．株価の希薄化については、時価よりも低い転換価額で新株を発行することによる、1 株当たり企

業価値の希薄化の影響を下記の算定式により考慮しております。 

転換後の株価＝（転換時株価×発行済株式総数＋転換価額×転換による発行株式数） / （発行済株式

総数＋転換による発行株式数） 

なお取得条項の発動時の株価水準である 1,433 円の時に全量行使されたと仮定した場合、希薄化によ

り株価が 1,410 円に低下するとの前提としております。 

転換後の株価＝（1,433 円×14,905,187 株＋1,089 円×1,069,785 株）/（14,905,187 株＋1,069,785
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株）＝1,410 円 

 

 ⅳ．株式の流動性については、全量行使で取得した株式を１営業日あたり 3,070 株（平成 24 年 3 月

13 日から平成 27 年 3 月 12 日までの日次売買高の中央値である 30,700 株の 10％）づつ売却できる前提

を置いております。日次売買高の 10%という数値につきましては、「有価証券の取引等の規制に関する内

閣府令」の 100％ルール（自己株式の買付けに伴う相場操縦等により市場の公正性・健全性が損なわれ

ないよう、取引高を売買高の 100%を上限とする規制）を参照し、市場環境への影響を鑑みて取引上限高

である 100%のうち平均してその 10%～20%程度の自己株式の取引が市場でなされると想定し、その水準の

取引高は市場価格への影響が軽微であること、また新株予約権の評価を行う一般的な算定機関において

通常利用している数値でもあることから日次売買高の 10%という数値を採用したことは妥当であると考

えております。 

 

なお、当社監査役全員から、当社が本新株予約権の公正価値評価を外部の当社と現在取引関係のない

独立した専門会社である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社を起用して取得した算定評価に

基づき、本新株予約権の発行価額が算定された本新株予約権の公正価値評価額（15,506,528円）を上回

る額として決定されていることから、割当予定先に特に有利な金額ではないと考えられ、有利発行には

該当せず適法である旨の意見を得ております。 

 

（2）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本新株予約権付社債が当初転換価額で全て転換された場合に発行される当社の株式数は 1,069,785 株

（議決権の数は 10,697 個）であり、平成 27 年 3月 13 日現在の当社の発行済株式総数 14,905,187 株（議

決権の総数は 149,051 個）に対して 7.17％（議決権の総数に対しては 7.17％）となります。また、発

行決議日から過去６か月間の第三者割当増資（発行される当社普通株式の数は 2,632,096 株（議決権の

数は 26,320 個）、以下「前回第三者割当増資」という。）との合計数は 3,701,881 株となり、前回第

三者割当増資決議日である平成 26 年 10 月 30 日現在の当社発行済株式総数 11,630,800 株（議決権の総

数は 116,304 個）に対して 31.8％の割合（議決権の総数に対する割合は 31.8％）で希薄化が生じるこ

ととなります。 

また、本新株予約権付社債に付された新株予約権の行使により発行される株式数の 大株式数

1,069,785 株）と発行決議日から過去６か月間の第三者割当により発行された 大株式数（2,632,096

株）を合算した 大交付株式数 3,701,881 株に対し、当社株式の過去６か月間における 1日当たりの平

均出来高は、403,817 株であり、１日当たり平均出来高は 大交付株式数の 10.90%程度であります。 

保有方針については純投資や中長期など様々な方針が有りますが本新株予約権付社債及び過去６カ月

間の第三者割当が全て行使された場合の 大交付株式数である 3,701,881 株を行使期間である３年間

（245 日／年営業日で計算）にわたって平均的に売却が行われると仮定した場合の 1 日当たりの売却数

量は 5,036 株となり、上記１日当たりの出来高の 1.25％となるため、株価に与える影響は限定的かつ、

消化可能なものと考えております。 

 

なお、本新株予約権付社債については、行使制限条項を付しております。行使制限条項を付与するこ

とで、当初１年間は発行時株価より株価が 150％程度上昇した後に株式に転換されることが期待され、

希薄化が一度に進まないようにすることを目的としており、本新株予約権付社債の転換の行使により発

行され得る株式数が市場に過度の影響を与えないように一定の配慮をしております。 

したがって、本新株予約権付社債により調達する資金を上記「２．募集の目的及び理由」および「３．

調達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）調達する資金の具体的な使途」に記載のとおり、当社

が M２M 分野に置ける事業拡大戦略を実施していくための必要資金に充当することによって、中期三ヶ

年計画の達成に大きく寄与（当該４種の新製品の開発、販売により、今期売上予定、約 2,000 百万円（粗

利約 400 百万円）、来期売上予定、約 5,000 百万円（粗利約 1,060 百万円）を予定）することを想定し

ており、将来的に今回の希薄化以上に当社の企業価値及び株式価値の向上に寄与すると考えられること

から、本第三者割当の規模及び希薄化の程度は合理的な水準であると判断しております。 
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６．割当先の選定理由等 

転換社債型新株予約権付社債割当予定先の概要 
 

①  商 号 
Glory International Management Limited（グローリーインター

ナショナルマネジメントリミテッド） 

② 本 店 所 在 地 
UNIT  B  9/F  NEICH TOWER 

128  GLOUCESTER  RD  WANCHAI  HONG KONG 

③ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 張 典盛 (Cheung Tin Shing チャン・ティン・シン) 

④ 事 業 内 容 コンサルティング業 

⑤ 資 本 金 の 額 
１HKD（およそ 15 円：平成 27 年 3月 12 日の香港ドル/日本円レ

ートを参照） 

⑥ 設 立 年 月 日 平成 26 年 11 月 17 日 

⑦ 発 行 済 株 式 数 1 株 

⑧ 事 業 年 度 の 末 日 1 月 31 日 

⑨ 従 業 員 数 1 名 

⑩ 主 要 取 引 先 該当事項はありません。 

⑪ 主 要 取 引 銀 行 Hang Seng Bank、Fubon Bank 

⑫ 大 株 主 及 び 持 株 比 率 張 典盛  (Cheung Tin Shing)   100.00％ 

⑬ 当 社 と の 関 係 等 

資 本 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

関 連 当 事 者 の

概 要 状 況
該当事項はありません。 

⑭ 近３年間の経営成績及び財政状態（連結）  (単位：百万円)

  27/1 期 期 期 

 純 資 産 （ 円 ） 15 - - 

 総 資 産 （ 円 ） 15 - - 

 １株当たり純資産（円） 15 - - 

 売 上 高 - - - 

 営 業 利 益 - - - 

 経 常 利 益 - - - 

 当 期 純 利 益 - - - 

 
１株当たり当期純利益

（円） 
- - - 

 １株当たり配当金（円） - - - 

※新設会社のため、決算数値は上記のみ。 

 

① 名称 Brillance Hedge Fund 

（ブリランス・ヘッジ・ファンド） 

② 所在地 Landmark Square, 3rd Floor, 64 Earth Close,P.O.Box 30592,

Grand Cayman, KY1-1203, Cayman, Islands 
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③ 設立根拠等  英国領ケイマン島に設立されたユニット・トラスト 

④ 組成目的 純投資 

⑤ 組成日  平成 21 年 3月１日 

⑥ 出資の総額 500,000,000 円 

⑦ 出資者・出資比率・出資者の概要 投資一任勘定委託先である Brilliance Capital Management

Pte.Ltd.と、その他日本国外の富裕層から出資されております。

なお 10％以上の大株主はおりません。 

⑧ 業務執行組合員の概要 名称  Brillance Capital Management Pte.Ltd. 

（ブリランス・キャピタル・マネージメント）

所在地 80 ROBINSON ROAD #02-00 SINGAPORE 068898

代表者の役職・氏名 Managing Director Takahiro Yamada 

（代表取締役  山田 高広） 

事業内容  投資業 

資本金  59,000,000 円相当 

⑨ 国内代理人の概要 

名称  該当事項はありません 

所在地 該当事項はありません 

代表者の役職・氏名 該当事項はありません 

事業内容 該当事項はありません 

資本金 該当事項はありません  

上場会社と当該ファ

ンドとの関係 

該当事項はありません 

 

⑩ 上場会社と当該ファンドとの間

の関係 

 

 

上場会社と業務執

行組合員との間の

関係 

 

当該ファンドは当社の第三者割当増資の引

受実績35,700株（平成26年 11月 17日引受）

及び転換社債引受実績 45 百万円（平成 26 年

11 月 17 日社債引受、平成 29 年 11 月 17 日

償還予定）がありますが、 

その他、当社と当該ファンドの業務執行組合

員との間に記載すべき資本関係・人的関係・

取引関係はありません。また、当社並びに当

社の関係者及び関係会社と当該ファンドの

業務執行組合員並びに当該ファンドの業務

執行組合員の関係者及び関係会社との間に

は、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関

係はありません。 

上場会社と国内代

理人との間の関係 

該当事項はありません 

 

 

①名称 Brillance Multi Strategy Fund（ブリランス・マルチストラテジ

ー・ファンド） 

②所在地 Landmark Square, 3rd Floor, 64 Earth Close, P.O. Box 30592,

Grand Cayman, KY1-1203, Cayman Islands 

③設立根拠等  英国領ケイマン島に設立されたユニット・トラスト 

④組成目的 純投資 
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⑤組成日  平成 22 年 5 月 1日  

⑥出資の総額 1,000,000,000 円 

⑦出資者・出資比率・出資者の概要 投資一任勘定委託先である Brilliance Capital Management 

Pte.Ltd.と、その他日本国外の富裕層から出資されております。

なお 10％以上の大株主はおりません。 

⑧業務執行組合員の概要 名称  Brillance Capital Management Pte.Ltd. 

（ブリランス・キャピタル・マネージメント）

所在地 80 ROBINSON ROAD #02-00 SINGAPORE 068898

代表者の役職・氏名 Managing Director Takahiro Yamada 

（代表取締役  山田 高広） 

事業内容  投資業 

資本金  59,000,000 円相当 

⑨国内代理人の概要 

名称 該当事項はありません 

所在地 該当事項はありません 

代表者の役職・氏名 該当事項はありません 

事業内容 該当事項はありません 

資本金 該当事項はありません  

上場会社と当該ファ

ンドとの関係 

該当事項はありません 

 

⑩上場会社と当該ファンドとの間の

関係 

 

 

上場会社と業務執

行組合員との間の

関係 

 

当該ファンドは当社の第三者割当増資の引

受実績 107,300 株（平成 26 年 11 月 17 日引

受）及び転換社債引受実績 120 百万円（平成

26 年 11 月 17 日社債引受、平成 29 年 11 月

17 日償還予定）がありますが、その他、当

社と当該ファンドの業務執行組合員との間

に記載すべき資本関係・人的関係・取引関係

はありません。また、当社並びに当社の関係

者及び関係会社と当該ファンドの業務執行

組合員並びに当該ファンドの業務執行組合

員の関係者及び関係会社との間には、特筆す

べき資本関係・人的関係・取引関係はありま

せん。 

上場会社と国内代

理人との間の関係

該当事項はありません 

 

 

①名称 Brillance Strategic Partners Fund 

（ブリランス・ストラテジック・パートナーズ・ファンド） 

②所在地 3rd Floor Williams House 20 Reid Street Hamilton HM11 Bermuda

③設立根拠等  英国領バミューダ諸島に設立されたユニット・トラスト  

④組成目的 純投資 

⑤組成日  平成 26 年 3 月 5日 

⑥出資の総額 500,000,000 円 

⑦出資者・出資比率・出資者の概要 投資一任勘定委託先である Brilliance Capital Management 
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Pte.Ltd.と、その他日本国外の富裕層から出資されております。

なお 10％以上の大株主はおりません。 

⑧業務執行組合員の概要 名称  Brillance Capital Management Pte.Ltd.

（ブリランス・キャピタル・マネージメント）

所在地 80 ROBINSON ROAD #02-00 SINGAPORE 068898

代表者の役職・氏名  Managing Director Takahiro Yamada 

（代表取締役  山田 高広） 

事業内容  投資業 

資本金  59,000,000 円相当 

⑨国内代理人の概要 

名称 該当事項はありません 

所在地 該当事項はありません 

代表者の役職・氏名 該当事項はありません 

事業内容 該当事項はありません 

資本金 該当事項はありません  

上場会社と当該ファ

ンドとの関係 

該当事項はありません 

 

⑩上場会社と当該ファンドとの間の

関係 

 

 

上場会社と業務執

行組合員との間の

関係 

 

当該ファンドは第三者割当増資の引受実

績 35,700 株（平成 26年 11 月 17 日引受）

及び当社の転換社債引受実績60百万円（平

成 26 年 11 月 17 日社債引受、平成 29年 11

月 17 日償還予定）がありますが、その他、

当社と当該ファンドの業務執行組合員と

の間に記載すべき資本関係・人的関係・取

引関係はありません。また、当社並びに当

社の関係者及び関係会社と当該ファンド

の業務執行組合員並びに当該ファンドの

業務執行組合員の関係者及び関係会社と

の間には、特筆すべき資本関係・人的関

係・取引関係はありません。 

上場会社と国内代

理人との間の関係 

該当事項はありません 

 

 

① 商 号 サンポー食品株式会社 

② 本 店 所 在 地 佐賀県三養基郡基山町長野 230 

③ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 大石 忠徳 

④ 事 業 内 容 
即席めん（カップめん、棒状ラーメン、干し中華麺）及び、乾麺

の製造販売 

⑤ 資 本 金 の 額 12,000,000 円 

⑥ 設 立 年 月 日 昭和 24 年６月９日 

⑦ 発 行 済 株 式 数 7,980,780 株 

⑧ 事 業 年 度 の 末 日 7 月 31 日 

⑨ 従 業 員 数 81 名 

⑩ 主 要 取 引 先 株式会社日本アクセス・三菱食品株式会社・加藤産業株式会社㈱

⑪ 主 要 取 引 銀 行 福岡銀行・佐賀銀行・三井住友銀行 
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⑫ 大 株 主 及 び 持 株 比 率 大石忠徳  28.98％ 

⑬ 当 社 と の 関 係 等 

資 本 関 係

同社は当社の第三者割当増資の引受実績

47,700（平成 26 年 11 月 17 日引受）があ

ります。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

関 連 当 事 者 の

概 要 状 況
該当事項はありません。 

⑭ 近３年間の経営成績及び財政状態（連結）  (単位：百万円)

  25/1 期 25/7 期 26/7 期 

 純 資 産 1,522 1,548 1,608 

 総 資 産 2,226 2,043 2,186 

 １株当たり純資産（円） 190.79 193.94 201.48 

 売 上 高 1,997 901 1,956 

 営 業 利 益 100 28 44 

 経 常 利 益 135 34 79 

 当 期 純 利 益 76 25 60 

 
１株当たり当期純利益

（円） 
9.58 3.17 7.57 

 １株当たり配当金（円） 2 2 2 

 

① 商 号 株式会社大古曾 

② 本 店 所 在 地 兵庫県芦屋市山手町 1番 18 号 

③ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 大社貴子 

④ 事 業 内 容 有価証券の管理、保有、投資等 

⑤ 資 本 金 の 額 10,000,000 円 

⑥ 設 立 年 月 日 平成 18 年 1月 20 日 

⑦ 発 行 済 株 式 数 200 株 

⑧ 事 業 年 度 の 末 日 12 月 31 日 

⑨ 従 業 員 数 0 名 

⑩ 主 要 取 引 先 野村証券 

⑪ 主 要 取 引 銀 行 三井住友銀行 

⑫ 大 株 主 及 び 持 株 比 率 大社寛之 80％ 宗教法人法道寺 15％ 

⑬ 当 社 と の 関 係 等 

資 本 関 係

同社は当社の第三者割当増資の引受実績

71,500 株（平成 26 年 11 月 17 日引受）が

あります。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

関 連 当 事 者 の

概 要 状 況
該当事項はありません。 

⑭ 近３年間の経営成績及び財政状態（連結）  (単位：百万円)

  23/12 期 24/12 期 25/12 期 
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 純 資 産 △210 △682 △390 

 総 資 産 5523 4054 3091 

 １株当たり純資産（円） △1,052,455 △3,414,036 △1,952,570 

 売 上 高 78 72 167 

 営 業 利 益 71 66 148 

 経 常 利 益 1 △240 75 

 当 期 純 利 益 △18 △472 292 

 
１株当たり当期純利益

（円） 
△92,901 △2,361,581 1,461,465 

 １株当たり配当金（円） － － － 

 

 

① 商 号 カメラのアマノ株式会社 

② 本 店 所 在 地 愛知県名古屋市東区葵一丁目 3番 15 号 

③ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役 天野 信二 

④ 事 業 内 容 DPE,年賀状印刷、雑貨及び写真機材等の販売 

⑤ 資 本 金 の 額 10,000,000 円 

⑥ 設 立 年 月 日 平成 26 年 9月 1日 

⑦ 発 行 済 株 式 数 1,000 株 

⑧ 事 業 年 度 の 末 日 8 月 31 日 

⑨ 従 業 員 数 352 名 

⑩ 主 要 取 引 先 富士フィルム、加賀ハイテック 他 

⑪ 主 要 取 引 銀 行 三菱東京ＵＦＪ銀行 

⑫ 大 株 主 及 び 持 株 比 率 アマノ本部株式会社 （100.0％） 

⑬ 当 社 と の 関 係 等 

資 本 関 係

親会社であるアマノ本部株式会社は当社の

転換社債引受実績 100 百万円（平成 26 年 11

月 17 日社債引受、平成 29 年 11 月 17 日償還

予定）があります。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

関 連 当 事 者 の

概 要 状 況
該当事項はありません。 

⑭ 近３年間の経営成績及び財政状態（連結）  (単位：百万円)

  26/12 期 

 純 資 産 63 - - 

 総 資 産 955 - - 

 １株当たり純資産（円） 63,000 - - 

 売 上 高 - - - 

 営 業 利 益 - - - 

 経 常 利 益 - - - 

 当 期 純 利 益 - - - 

 
１株当たり当期純利益

（円） 
- - - 

 １株当たり配当金（円） - - - 
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※新設会社のため、決算数値は上記のみ。 

 

① 商 号 株式会社エイビット・ホールディングス 

② 本 店 所 在 地 東京都八王子市南町 3番 10 号 

③ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 檜山 竹生  

④ 事 業 内 容 
通信機器、通信用計測および通信ソフトウェアの開発・製造 

販売,不動産に関する投資管理事業 

⑤ 資 本 金 の 額 26,200,000 円 

⑥ 設 立 年 月 日 昭和 61 年 7月 12 日 

⑦ 発 行 済 株 式 数 16,948 株 

⑧ 事 業 年 度 の 末 日 3 月 31 日 

⑨ 従 業 員 数 2 名 

⑩ 主 要 取 引 先 株式会社エイビット、株式会社 QT 

⑪ 主 要 取 引 銀 行 三菱東京 UFJ 銀行、りそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行 

⑫ 大 株 主 及 び 持 株 比 率 檜山 竹生 （46.8％） 

⑬ 当 社 と の 関 係 等 

資 本 関 係

同社は当社の第三者割当増資の引受実績

349,000 株（平成 25 年 11 月 18 日引受）が

あります。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

関 連 当 事 者 の

概 要 状 況
該当事項はありません。 

⑭ 近３年間の経営成績及び財政状態（連結）  (単位：百万円)

  24/3 期 25/3 期 26/3 期 

 純 資 産 1,647 1,611 1,629 

 総 資 産 2,168 2,082 2,340 

 １株当たり純資産（円） 3,142,941 3,073,951 3,109,625 

 売 上 高 146 173 145 

 営 業 利 益 33 ▲31 18 

 経 常 利 益 35 ▲24 19 

 当 期 純 利 益 14 ▲36 19 

 １株当たり当期純利益 25,787 ▲68,990 35,673 

 １株当たり配当金（円） － － － 

 

 

① 氏 名 深海 康史 

② 住 所 千葉県千葉市 

③ 
上場会社と当該個人との

間 の 関 係 

当社の転換社債引受実績 30 百万円（平成 26 年 11 月 17 日社債引

受、平成 29 年 11 月 17 日償還予定）があります。 

④ 当 社 へ の 出 資 状 況 0 株 

 

（２）割当予定先を選定した理由 
前回資金調達が当初必要資金を満たす事が出来なかったため、当社および、当社の親会社である株式会社

フィスコ（本社：大阪府岸和田市荒木町2-18-15、代表取締役：狩野仁志）も資金調達に協力をいただける支

援先を継続的に探しておりました。そのような中、平成27年1月にフィスコ社の子会社で中国にて情報配信お
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よびコンサルティング業務を行う星際富溢（福建）信息諮詢有限公司（中国福建省、代表者：狩野 仁志）よ

りGlory International Management Limitedをご紹介いただきました。星際富溢は、当社の継続的な開発資

金のニーズや設備投資のニーズに応えるべく、従前より海外投資家を模索しておりました。その中で当社に

興味を持っていただいたのがGlory International Management Limitedになります。この度の資金調達につ

いて説明を行ないました。直近の業績の動向や当社が注力するM2M市場の成長性、M2M市場の潜在的需要を逃

さない為には早期の開発が必要なこと、中期三ヶ年計画に大きく寄与する製品開発であることを説明し、ご

理解いただいいたうえで、当社の資金調達目的についてもご理解をいただき、今後の当社の発展性や事業成

長性についても評価をいただきました。当社としては、資金調達目的について理解をいただいていること、

当社の経営方針を尊重し、当社の経営に介入する意思や支配株主となる意思がない旨の意向を示している事

を口頭で確認し、本新株予約券付社債の割当先として選定致しました。 

 また、Glory International Management Limitedの引受金額では、まだ当社必要資金に満たないため、前

回資金調達の割当先に連絡を行いました。これは、今回の資金調達の資金使途が、前回の資金調達の不足分

を補うものである事から、当社の事業計画や資金使途の妥当性について概ねご理解をいただけているためで

す。 

 前回引受先である深海氏と、Brillance Hedge Fund、Brillance Multi Strategy Fund、Brillance Strategic 

Partners Fund3社の代表取締役の山田氏に、平成27年2月に連絡を行ない、この度の資金調達について説明を

行ないました。前回資金調達時から直近の業績の動向や当社の経営環境・事業方針等を説明し、前回同様に

資金調達目的にもご理解をいただいたうえで、前回資金調達以降の当社の株価の動向も鑑み、今回の引受を

応諾していただきました。当社としては、資金調達目的について理解をいただいていること、当社の経営方

針を尊重し、当社の経営に介入する意思や支配株主となる意思がない旨の意向を示している事を口頭で確認

し、本新株予約券付社債の割当先として選定致しました。 

同様に前回の引受先である株式会社大古曾、サンポー食品株式会社につきましては平成27年2月に連絡を行

ない、この度の資金調達について説明を行ないました。前回資金調達時から直近の業績の動向や当社の経営

環境・事業方針等を説明し、前回同様に資金調達目的にもご理解を頂いたうえで、前回資金調達以降の当社

の株価の動向も鑑み、今回の引受を応諾していただきました。当社としては、資金調達目的についてもご理

解をいただき、今後の当社の発展性や事業成長性についても評価をいただきました。なお、前回資金調達時

は新株式の割当を行いましたが、今回は新株予約権付社債の引受となります。中長期における純投資として

今後の当社事業成長及び株価次第で、市場動向を勘案しながら売却を決定したい旨の表明を口頭で受けてお

ります。当社としては、資金調達目的について理解をいただいていること、当社の経営方針を尊重し、当社

の経営に介入する意思や支配株主となる意思がない旨の意向を示している事を口頭で確認し、本新株予約券

付社債の割当先として選定致しました。 

 カメラのアマノ株式会社につきましては、前回の引受先であるアマノ本部株式会社（本社：愛知県名古屋

市、代表取締役：天野信二）の子会社になります。平成 27 年２月にアマノ本部株式会社に資金調達の説明を

したところ、アマノ本部株式会社をはじめとするアマノグループでご支援をいただけるとのことで、子会社

であるカメラのアマノ株式会社を紹介いただきました。カメラのアマノ株式会社に、この度の資金調達につ

いて説明を行ないました。前回資金調達時から直近の業績の動向や当社の経営環境・事業方針等を説明し、

前回同様に資金調達目的にもご理解をいただいたうえで、前回資金調達以降の当社の株価の動向も鑑み、今

回の引受を応諾していただきました。当社としては、資金調達目的についてもご理解をいただき、今後の当

社の発展性や事業成長性についても評価をいただきました。当社としては、資金調達目的について理解をい

ただいていること、当社の経営方針を尊重し、当社の経営に介入する意思や支配株主となる意思がない旨の

意向を示している事を口頭で確認し、本新株予約券付社債の割当先として選定致しました。 

株式会社エイビット・ホールディングスは、平成 25 年 11 月に同社を引受先とする第三者割当増資を実施

し、子会社である株式会社エイビット（本社：東京都八王子市、代表取締役：檜山竹生）とは、平成 25 年

10 月に業務提携に関する基本合意書を締結しており、事業パートナーとして新製品の共同開発(本件資金調

達での製品開発とは別)を行なっております。昨年実施した前回資金調達以降に、当社に対して更なる支援を

行ないたい旨のお言葉をいただき、平成 27 年２月にこの度の資金調達について説明を行ないました。直近の

業績の動向や当社が注力する M2M 市場の成長性、M2M 市場の潜在的需要を逃さない為には早期の開発が必要
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なこと、中期三ヶ年計画に大きく寄与する製品開発であることを説明し、ご理解いただいいたうえで、資金

調達目的についてもご理解をいただき、今後の当社の発展性や事業成長性についても評価をいただきました。

当社としては、資金調達目的について理解をいただいていること、当社の経営方針を尊重し、当社の経営に

介入する意思や支配株主となる意思がない旨の意向を示している事を口頭で確認し、本新株予約券付社債の

割当先として選定致しました。 

 

当社は、全ての割当予定先及び割当予定先の役員または主要株主（割当予定先がファンドの場合は、主な

出資者のことをいう。）が反社会的勢力との関係がない事を示す確認書の提出を受け、各割当予定先が反社会

的勢力との一切の関係がないことを確認いたしております。 

また、上記とは別に全ての割当予定先について反社会勢力と何らかの関係を有していないか、並びに全て

の割当予定先及び割当予定先の役員または主要株主（主な出資者）が犯罪歴を有するか否か及び割当予定先

の役員または主要株主（主な出資者）が実在しているか否かについて、第三者調査機関である株式会社ディ

ークエスト（東京都千代田区駿河台 3-4、代表取締役：脇山太介）に調査を依頼しました。そして、同社の

保有する公知情報データベースとの照合を行ったその結果、割当予定先、当該割当予定先の役員または主要

株主が反社会的勢力と直接のつながりが窺われない旨の報告書を受領いたしました。 

また、各割当予定先の役員及び主要株主についても犯罪歴や捜査対象となっている事実は確認されなかっ

た旨の回答を得ております。 

これらにより上記のとおり 、当社は、全ての割当予定先及び割当予定先の役員または主要株主（主な出資

者）が反社会的勢力等と一切の関係が無い事を確認し、社会的信用力は十分であると判断いたしましたして

おります。なお、その旨の確認書また、全ての割当予定先及び割当予定先の役員または主要株主（主な出資

者）が反社会的勢力との関係がない事を示す確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。 

 

（３）割当予定先の保有方針  

 株式会社エイビット・ホールディングスを除く割当予定先が本新株予約権の行使により取得する株式に

ついては、当社と各割当予定先との間で継続保有に関する保有方針に関して特段の取決めをしておりませ

んが、経営権の獲得や支配株主となることを目的とせず純投資を目的としており、本新株予約権付社債の

行使により交付を受けることとなる当社普通株式につきましては、適宜判断の上、市場動向を勘案しなが

ら売却することに加え、運用に際しては市場への影響を常に留意する方針である旨を口頭で確認しており

ます。 

 株式会社エイビット・ホールディングスは、業務提携先として当社の経営安定及び企業価値の向上を目

指すことで合意しております。従いまして、株式への転換後も安定株主として長期保有方針であることを

口頭で確認しております。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

全ての割当予定先からは本第三者割当増資等の引受けにかかる資金確保に関し、払込期日に全額を払い

込むことの確約を口頭でいただいており、預金残高を証する書面の提出を受け、資金状況に問題はないこ

とを確認しており、当社としてかかる払い込みに支障はないと判断しております。カメラのアマノ株式会

社につきましては、引受にかかる資金全額を親会社であるアマノ本部株式会社からの借入により調達をし

ております。当社としましては当該借入に関わる金銭消費貸借契約書を確認し、さらにアマノ本部株式会

社からは貸付金の原資が、自己資金である旨を口頭で確認しております。カメラのアマノ株式会社を除く

割当先からは、引受にかかる資金は全額自己資金である事を口頭で確認しております。 

 

 

７．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（平成26年11月30日現在） ⅰ．転換社債付新株予約権行使後 

㈱フィスコ  33.11％ 
㈱フィスコ  25.53％ 

㈱ダイヤモンドエージェンシー 24.35％ 
㈱ダイヤモンドエージェンシ

ー 
18.78％ 
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ミズホ セキュリティーズ アジア 

リミテッド クライアント アカウ

ント 69250601（常任代理人 株式

会社みずほ銀行決済営業部） 

1.45％ 

ミズホ セキュリティーズ 

アジア リミテッド クライ

ア ン ト  ア カ ウ ン ト 

69250601（常任代理人 株式

会社みずほ銀行決済営業部） 

4.57％ 

㈱エイビット・ホールディングス 2.83％ 
㈱エイビット・ホールディン

グス 
2.36％ 

日本証券金融㈱ 1.49％ 
日本証券金融㈱ 1.63％ 

㈱インデックス 1.94％ 
㈱インデックス 1.50％ 

Glory International Management  

Limited 
- 

Glory  International 

Management  Limited 1.35％ 

森本 友則 1.62％ 森本 友則 1.25％ 

㈱大古曾 0.58％ ㈱大古曾 1.02％ 

 

投資事業組合Ｆターゲットファンド 0.85％ 

 

投資事業組合Ｆターゲットフ

ァンド 

0.66％ 

 

８．今後の見通し  

本第三者割当増資による平成27年11月期の当社業績に与える影響は軽微であると判断しております

が、今後影響を与える事象が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

本新株予約権付社債に付された新株予約権の行使により発行される株式数の 大数（1,069,785 株）

は、平成 27 年 3 月[13]日現在の発行済株式総数 14,905,187 株（総議決権数 149,051 個）に対して合

計 7.17％（議決権比率 7.17％）となることが見込まれます。 

当社が平成26年11月17日に実施した第三者割当による新株発行及び第４回無担保転換社債型新株予

約権付社債の発行（以下「直近の第三者割当」といいます。）と本新株予約権付社債及の発行（以下「本

第三者割当」といいます。）を合算した場合、本新株予約権付社債に付された新株予約権の行使により

発行される株式数の 大数（1,069,785 株）と直近の第三者割当により発行された株式数（2,632,096

株）を合算した合計は 3,701,881 株となり、直近の第三者割当増資決議日（平成 26 年 10 月 30 日）現

在の発行済株式総数 11,630,800 株（総議決権数 116,304 個）に対して合計 31.8％（議決権比率 31.8％）

となることが見込まれます。したがって、希薄化率が 25％以上となることが見込まれることから、東京

証券取引所の有価証券上場規程第 432 条に基づき、独立した第三者からの意見の入手または株主の意思

確認のいずれかの手続きを要することとなります。 

当社は、第三者割当による本新株予約権付社債の発行は、相当程度の希薄化を伴うことから、本第三

者割当による本新株予約権付社債の発行の必要性及び相当性について客観的に検証するために、当該規

程に準じて、当社の経営者から独立し、特別な利害関係を有しない第三者である、田中 稔氏（公認会

計士・税理士）、田中稔氏の選定により、杉本 眞一氏（ボナファイデコンサルティング 代表取締役）

及び加治左 敦智氏（税理士および株式会社フィスコの社外監査役）の３名（田中稔氏は当社役員が前

職での投資案件において評価を依頼した経緯がありその際の評価の適切さを鑑み依頼しました。杉本眞

一氏については田中稔氏の紹介によります。加治佐敦智氏については親会社である株式会社フィスコの

社外監査役になります）で構成する第三者委員会（以下「本委員会」といいます。）を設置し、本第三

者割当による本新株予約権付社債の発行の必要性及び相当性に関する意見を入手しました。本委員会の

メンバーは、平成 25 年 1月 23 日付「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」にて開示してお
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ります第三者割当増資にかかる第三者委員会のメンバーであり、当社の事業内容について熟知されてい

るため、 適と判断し依頼しました。 

当社は、本委員会に対して、当社グループの概要及び現状における財務状況や経営成績、置かれてい

る業界環境、本新株予約権付社債の目的、調達する資金の額、使途及び支出予定時期、本新株予約権付

社債とその他の資金調達手段との比較、割当先の選定理由、調達する資金使途の合理性に関する考え方、

発行価額、発行株数、希薄化の規模その他の発行条件に関する考え方、発行条件決定プロセス、当社の

企業価値・株主価値の向上並びにその他必要と思われる事項に関して説明を行うとともに、本委員会か

らの質問に対して回答を行い、本委員会は慎重に審議・検討を行いました。 

その結果、本委員会から下記のとおり、本新株予約権付社債による資金調達には、必要性及び相当性

が認められるとの意見を得ております。 

①本第三者割当の必要性 

 以下の理由により、本新株予約権付社債の必要性が認められるとの意見を得ています。 

本第三者割当により調達予定の資金について、当社には、一定程度具体的な充当計画が存するもの

と認められ、これらの資金使途が一見して不合理であると認められる事情もなく、当社には資金調達

の必要性があると思料されることや本第三者割当による本新株予約権付社債の発行の目的の合理性に

鑑みれば、本第三者割当による本新株予約権付社債の発行における発行株数及び希薄化の規模その他

の発行条件は合理的であると考えられる。また、本第三者割当による本新株予約権付社債の発行の当

社における検討体制が合理的なものであり、本第三者割当に係る決定は当社少数株主にとっても、不

当に不利益を与えるものではないと認めることができること等の事情に基づき、必要性があると認め

られる。 

②本第三者割当の相当性 

 以下の理由により、本第三者割当ての相当性が認められるとの意見を得ています。 

本第三者割当は、本新株予約権付社債の発行は、会社法第 238 条第 3項各号に定める場合（いわゆ

る「有利発行」）に該当しないと考えられ、また「著しく不公正な方法」（会社法第 210 条第 2号）

によって行われたと推認させる事情も見当たらないこと、資金調達手法については、借入等、公募増

資、株主割当増資等の本第三者割当による本新株予約権付社債以外の手段と比較考量のうえ決定して

おり、本第三者割当による本新株予約権付社債の発行による資金調達が 善であるとの判断は相当で

あると考えられること、本件募集の引受先選定の経緯については、本件募集の目的を達成するという

観点から、引受先選定も適切になされた相当なものであると認めることができる。さらに、本社債の

発行価額は、額面発行していることや社債に付される金利を考慮した実質的な対価と新株予約権の公

正価値とを比較し、実質的な対価が公正価値を下回る水準にないことから、本第三者割当による本新

株予約権付社債の発行は相当であり有利発行ではないと判断した。また、本新株予約権付社債の行使

価額について、取締役会決議日の直前取引日である平成 27 年 3月 12 日の終値と同額に決定されてお

り、上場企業の株価は原則として当該会社の企業価値を客観的に示していると判断されることから、

本新株予約権付社債の取締役会決議日の直前営業日の終値を行使価額の基礎とすることは相当であり、

特に有利な発行価額には該当しない。 

以上より、本第三者割当については、発行条件の相当性が認められる。 

 

以上の検討及び対応策並びに第三者委員会の意見内容を踏まえ、当社取締役会は本社債の発行を決議

いたしました。 

 

10． 近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（1） 近３年間の業績（連結） 

 平成 24 年 11 月期 平成 25 年 11 月期 平成 26 年 11 月期 

連結売上高（百万円） 1,864 4,948 6,375 

連結営業利益（百万円） 95 259 82 



 
 

21 

 

連結経常利益（百万円） 93 487 692 

連結当期純利益（百万円） 86 430 630 

１株当たり 

連結当期純利益（円） 
9.77 39.79 54.07 

１株当たり配当金（円） － － － 

１株当たり連結純資産（円） 123.84 212.57 276.14 

（注）平成 24 年 11 月期は、決算期変更により平成 24 年８月１日から平成 24 年 11 月 30 日までの４ヶ

月間となっております。 

 
（2）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成27年3月13日現在） 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 14,905,187 株 100.00％

現時点の転換価額（行使価額）

における潜在株式数 
-株 -％

 

（3） 近の株価の状況 

（ⅰ） 近３年間の状況 

 平成 24 年 11 月期 平成 25 年 11 月期 平成 26 年 11 月期 

始 値 23,500 円 18,800 円  713 円 

高 値 26,500 円 
60,900 円 

□1,037 円 
1,236 円 

安 値 17,600 円 
18,550 円 

□319 円 
383 円 

終 値 18,940 円 713 円 505 円 

（注）１．□印は、株式分割による権利落後の株価であります。 

 
（ⅱ） 近６ヶ月間の状況 

 

 

平成26年 

9月 
10 月 11 月 12 月 

平成27年 

1 月 
2 月 

始 値 738 円 678 円 420 円 510 円 557 円 1,130 円 

高 値 757 円 691 円 544 円 721 円 1,534 円 1,394 円

安 値 671 円 383 円 410 円 454 円 536 円 1,002 円

終 値 678 円 401 円 505 円 577 円 1,107 円 1,184 円

 

（ⅲ）発行決議日の前営業日における株価 

 平成 27 年 3月 12 日 

始 値 1,067 円 

高 値 1,133 円 

安 値 1,050 円 

終 値 1,089 円 

 

（4） 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

・第三者割当増資 

払込期日 平成 24 年７月４日 

調達資金の額 99,990,800 円 

発行価額 １株につき 23,450 円 

募集時における発行済株式数 36,782 株 

当該募集による発行株式数 4,264 株 
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募集後における発行済株式総数 41,046 株 

割当先 株式会社アイキューブ 

発行時における当初の資金使途 中国子会社設立費用 

発行時における支出予定時期 平成 24 年７月～平成 26 年 7 月 

現時点における充当状況 全額中国子会社設立費用に全額充当しております。 

 

・第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行 

払込期日 平成 24 年７月４日 

調達資金の額 540,000,000 円 

転換価額 23,450 円 

新株予約権の総数 ６個 

募集時における発行済株式数 36,782 株 

当該募集による発行済株式数 0 株 

募集後における発行済株式総数 36,782 株 

割当先 株式会社フィスコ 

当該募集による潜在株式数 当初の転換価額（23,450 円）における潜在株式数 

23,027 株 

現時点における転換状況 

（行使状況） 

転換済株式数（行使済株式数）23,027 株 

発行時における当初の資金使途 株式会社フィスコが有する当社に対する全債権（金銭

債権と営業債権の一部）の弁済 

発行時における支出予定時期 転換時 

現時点における資金の充当状況 全額当社の債務と相殺いたしました。 

 

・第三者割当増資 

払込期日 平成 25 年２月８日 

資金調達の額 609,963,860 円 

発行価額   １株につき 25,660 円 

募集時における発行済株式数 88,447 株 

当該募集による発行株式数 23,771 株 

募集後における発行済株式総数 112,218 株 

割当先 株式会社フィスコ（23,382 株） 

株式会社ケーエスピーホールディングス（389 株） 

 発行時における当初の資金使途 法人向けＭ2Ｍモジュール製品開発費用、コンシューマ

向け音声端末機器及びルーター等の開発費用。 

 発行時における支出予定時期 平成 25 年２月～平成 26 年１月 

現時点における資金の充当状況 上記の当初の資金使途に全額充当しました。 

 

・第三者割当増資 

払込期日 平成 25 年 11 月 18 日 

資金調達の額 302,932,000 円 

発行価額   １株につき 868 円 

募集時における発行済株式数 11,281,800 株 

当該募集による発行株式数 349,000 株 

募集後における発行済株式総数 11,630,800 株 

割当先 株式会社エイビット・ホールディングス 
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 発行時における当初の資金使途 M２M モジュール製品の開発費用 

 発行時における支出予定時期 平成 25 年 11 月〜平成 26 年 10 月 

現時点における資金の充当状況 上記の当初の資金使途に全額充当しました。 

 

 

・第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行 

払込期日 平成 26 年２月７日 

調達資金の額 400,000,000 円 

転換価額 622 円 

新株予約権の総数 ４個 

募集時における発行済株式数 11,630,800 株 

当該募集による発行済株式数 643,000 株 

募集後における発行済株式総数 12,273,800 株 

割当先 株式会社フィスコ 

当該募集による潜在株式数 当初の転換価額（622 円）における潜在株式数 

643,000 株 

現時点における転換状況 

（行使状況） 

転換済株式数（行使済株式数）643,000 株 

発行時における当初の資金使途 株式会社 SJI が営む中部事業部、関西事業部及び九州

事業部におけるシステム開発事業に関して有する権利

義務を株式会社ネクス・ソリューションズが承継する

吸収分割に対する対価。 

発行時における支出予定時期 転換時 

現時点における資金の充当状況 上記の当初の資金使途に全額充当しました。 

 

・第三者割当増資 

払込期日 平成 26 年 11 月 17 日 

資金調達の額 287,517,800 円 

発行価額   １株につき 419 円 

募集時における発行済株式数 11,630,800 株 

当該募集による発行株式数 686,200 株 

募集後における発行済株式総数 12,317,000 株 

割当先 Brillance Hedge Fund（35,700 株） 

Brillance Multi Strategy Fund（107,300 株） 

Brillance Strategic Partners Fund（35,700 株） 

サンポー食品株式会社（47,700 株） 

株式会社大古會（71,500 株） 

株式会社ベイビーブラックス（22,600 株） 

ネクス M2M 投資事業組合（45,300 株） 

KST トラストファンド投資事業組合（66,800 株） 

M2M トラスト投資事業組合（40,500 株） 

IT トラスト投資事業組合（40,500 株） 

YT トラスト投資事業組合（45,300 株） 

投資事業組合 F ターゲットファンド（105,000 株） 

投資事業組合 S ターゲットファンド（14,300 株） 

武田将宣（2,000 株） 

古賀勝（2,000 株） 

城丸修一（2,000 株） 
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吉元麻衣子（2,000 株） 

 発行時における当初の資金使途 ① M2M 関連製品開発の為の外注費、その他経費等 

② デバイス事業に置ける一部製品の一括仕入の為の

資金 

③ その他資本提携、投資資金等 

 発行時における支出予定時期 平成 26 年 12 月〜平成 27 年 11 月 

現時点における資金の充当状況 上記の当初の資金使途に一部充当しております。 

① 充当金額 36 百万円、未充当金額 94 百万円 

② 未充当金額 77 百万円 

③ 未充当金額 80 百万円 

 

・第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行 

払込期日 平成 26 年 11 月 17 日 

調達資金の額 815,000,000 円 

転換価額 419 円 

新株予約権の総数 815 個 

募集時における発行済株式数 12,317,000 株 

当該募集による発行済株式数 0 株 

募集後における発行済株式総数 12,317,000 株 

割当先 MARVEL TIME GLOBAL LIMITED 260,000,000 円（額面

100,000,000 円の本社債 2個、15,000,000 円の本社債 4

個）、Brillance Hedge Fund に 45,000,000 円（額面

15,000,000 円の本社債 3 個）、Brillance Multi 

Strategy Fund に 120,000,000 円（額面 15,000,000 円

の本社債 8 個）、BrillanceStrategic Partners Fund

に 60,000,000 円（額面 15,000,000 円の本社債 4個）、

株式会社フィスコに 200,000,000 円（額面 100,000,000

円の本社債 2個）、アマノ本部株式会社に 100,000,000

円（額面 100,000,000 円の本社債 1個）、深海 康史に

30,000,000 円（額面 15,000,000 円の本社債 2個） 

当該募集による潜在株式数 当初の転換価額（419 円）における潜在株式数 

1,945,101 株 

現時点における転換状況 

（行使状況） 

転換済株式数（行使済株式数）1,945,101 株 

発行時における当初の資金使途 ① M2M 関連製品開発の為の外注費、その他経費等 

② デバイス事業に置ける一部製品の一括仕入の為の

資金 

③ その他資本提携、投資資金等 

発行時における支出予定時期 平成 26 年 12 月〜平成 27 年 11 月 

現時点における資金の充当状況 上記の当初の資金使途に一部充当しております。 

① 未充当金額 370 百万円 

② 未充当金額 225 百万円 

③ 未充当金額 220 百万円 

 

 

株式会社ネクス第 5 回無担保転換社債型新株予約権付社債募集要項  
 

銘柄 株式会社ネクス第５回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付
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社債」といい、その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本新株予約権」

という。） 

記名・無記名の別 無記名式とし、本新株予約権付社債については、新株予約権付社債券を発行しない。

券面総額又は振替社

債の総額（円） 
金 1,165,000,000円 

各社債の金額（円） 金 100,000,000円と30,000,000円、15,000,000円、10,000,000円の四種 

発行価額の総額（円） 金 1,165,000,000円 

発行価額（円） 
各社債の金額100円につき金100円 

本新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。 

利率（%） 年率0.5％ 

利払日 償還日 

利息支払の方法 

１.本社債の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、償還日に支払う 

２.１か年に満たない期間につき利息を計算するときは、１年を365日とする日割を

もってこれを計算する。 

３.利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこ

れを繰り上げる。 

４.償還期日後は利息をつけない。 

５.本新株予約権行使の効力が発生した本社債の利息については、本新株予約権行使

の効力発生日後はこれをつけない。 

６．利息の支払場所は、下記「申込取扱場所」とする。 

償還期限 平成30年3月29日 

償還の方法 

１．償還金額 

各本社債の額面100円につき金100円 

２．償還の方法及び期限 

(1) 本社債の元本は、平成30年3月29日にその総額を償還する。 

(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り

上げる。 

(3) 繰上償還 

当社は、発行日の翌日以降いつでも（以下、当社の指定する償還日を「任意償

還日」という。）、当該任意償還日からさかのぼって20営業日までに本新株予

約権付社債の社債権者（以下「本社債権者」という。）に対し事前の通知（撤

回不能とする。）を行うことにより、本社債権者が本新株予約権付社債に付さ

れた残存する新株予約権を行使しない場合には、その選択により、その時点で

残存する本社債の全部又は一部を、各本社債の額面100 円につき金100 円の割

合で、任意償還日まで（当日を含む。）の未払経過利息（本社債の利息のうち、

支払期が到来せず、まだ支払われていないものをいい、以下同様とする。）及

び未払残高の支払とともに繰上償還することができる。 

 

募集の方法 

第三者割当の方法により、Glory International Management  Limitedに235,000,000

円（額面100,000,000円の本社債2個、15,000,000円の本社債1個、10,000,000円の本

社債2個）、株式会社エイビット・ホールディングスに30,000,000円（額面10,000,000

円の本社債3個）、Brillance Hedge Fundに90,000,000円（額面30,000,000円の本社

債3個）、Brillance Multi Strategy Fundに360,000,000円（額面30,000,000円の本

社債12個）、Brillance Strategic Partners Fundに150,000,000円（額面30,000,000

円の本社債5個）、株式会社大古曾に100,000,000円（額面100,000,000円の本社債1

個）、カメラのアマノ株式会社に100,000,000円（額面100,000,000円の本社債1個）、

サンポー食品株式会社に50,000,000円（額面10,000,000円の本社債5個）、深海 康

史に50,000,000円（額面10,000,000円の本社債5個）を割り当てる。 

申込証拠金（円） 該当事項はありません。 

申込期間 平成27年3月30日 
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申込取扱場所 
東京都港区南青山五丁目4番30号 

株式会社ネクス管理部 

払込期日 平成27年3月30日（月） 

振替機関 該当事項はありません。 

担保 
本新株予約権付社債には物上保証及び保証は付されておらず、また、本新株予約権

付社債のために特に留保されている資産はない。 

財務上の特約 

（担保提供制限） 
該当事項はありません。 

財務上の特約 

（その他の条項） 
該当事項はありません。 

（注）１. 本新株予約権付社債については、会社法第254条第２項本文及び第３項本文の定めにより、本社債

と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 

２. 社債管理者の不設置 

本新株予約権付社債は、会社法第702条但書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置しない。 

 

（新株予約権付社債に関する事項） 

新株予約権の目的

となる株式の種類 

株式会社ネクス普通株式 

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式で

ある。なお、単元株式数は 100 株である。 

新株予約権の目的

となる株式の数 

本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて

当社の有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通

株式の「交付」という。）する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を転

換価額（下記「新株予約権の行使時の払込金額」第２項において定義する。ただし、

同第３項によって調整された場合は調整後の転換価額とする。）で除して得られた

数とする。この場合に、１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金によ

る調整は行わない。なお、単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元

未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により清算する。 

新株予約権の行使

時の払込金額 

 

 

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額   

  本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債の全部を出資

するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。 

２．転換価額 

  本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用い

られる当社普通株式１株当たりの価額（以下「転換価額」という。）は当初金

1,089 円とする。 

 

 

 

 

３．転換価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により

当社の普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合に

は、次に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を

調整する。 

 なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数（但し、

当社普通株式に係る自己株式数を除く）をいう。この場合、端数が生じたとき

は円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

 

 

調整後 

転換価

額 

 

 

 

= 

 

 

 

 

調整前 

転換価

額 

 

 

 

×

 

 

 

 
交付株式数

 

×

１株当た

りの払込

価額 既発行

普通株

式数 

+

 

時価 

既発行株式数+交付株式数 

(2) 転換価額調整式により調整を行う場合 

① 時価を下回る払込金額をもって当社の普通株式を交付する場 
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      合 

② 当社の普通株式の株式分割等（当社の普通株式の株式分割又は当社の普通株

式に対する当社の普通株式の無償割当をいう）をする場合 

③ 時価を下回る価額を持って当社の普通株式を交付する定めがある取得請求

権付株式又は時価を下回る価額ともって当社の普通株式の交付を受けるこ

とができる新株予約権を発行する場合 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権の取得と引換え

に時価を下回る価額ともって当社の普通株式を交付する場合 

⑤ 株式の併合、合併、株式交換、又は会社分割のため転換価額の調整を必要と

する場合 

⑥ 本項に基づき転換価額が調整された場合において、本新株予約権の行使請求

をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を交

付する。この場合、１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て現金によ

る調整は行わない。 

 

株式数 

 

＝ 

（調整前転換価額-調整後転換価額）×調整前転換価

額により当該期間内に交付された株式数 

調整後転換価額 
 

新株予約権の行使に

より株式を発行する

場合の株式の発行価

額の総額 

金 1,165,000,000 円 

新株予約権の行使に

より株式を発行する

場合の株式の発行価

額及び資本組入額 

1. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価額 

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価額は、上記「新

株予約権の行使時の払込金額」欄記載の転換価額（転換価額が調整された場合

は調整後の転換価額）とする。 

2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本

準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17 条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度

額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合にはその

端数を切上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額

より増加する資本金の額を減じた額とする。 

新株予約権の行使期

間 

本新株予約権付社債の社債権者は、平成 27 年 3月 30 日から平成 30 年 3月 29 日

（本新株予約権付社債の払込み後）までの間、いつでも本新株予約権を行使し、

当社の普通株式の交付を受けることができる。但し、当社が本社債を繰上償還し

た場合は償還日の前営業日まで、当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合

には、期限の利益を喪失したときまでとする。 

新株予約権の行使

請求の受付場所、取

次場所及び払込取

扱場所 

１．新株予約権の行使請求の受付場所 

  東京都港区南青山五丁目 4番 30 号 

株式会社ネクス管理部 

２．新株予約権の行使請求の取次場所 

該当事項はありません。 

３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所 

東京都新宿区四谷 3丁目 3番 1号 

株式会社みずほ銀行四谷支店（当座預金） 

新株予約権の行使

の条件 

1．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行

可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことは

できない。 

2．本新株予約権の一部行使はできない。 
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3. 発行時から平成 28年 3 月 29 日までの間は、東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値（以下「終値」という。）が、割当日の終値（当日に終値が

ない場合は、それに先立つ直近日の終値）の金額に 1.5 を乗じた金額（1,634 円）

を超過した日以降でなければ本新株予約権の行使はできない(終値の小数点以下

は切上げ)。 

自己新株予約権の

取得の事由及び取

得の条件 

 

新株予約権の譲渡

に関する事項 

本新株予約権付社債は、会社法第 254 条第 2項本文及び第 3項本文の定めにより、

本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 

代用払込みに関す

る事項 

本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債の全部を

出資するものとし、当該本社債の価額は、当該本社債の各社債の額面金額と同額

とする。 

組織再編成行為に

伴う新株予約権の

交付に関する事項 

 （注）１ 本社債に付された新株予約権の数 

1. 各本社債に付された新株予約権の数は、額面 1,000,000 円あたり 1個とし、合計 1,165 個

の新株予約権を発行する。 

    ２ 本新株予約権の行使請求の方法及び効力の発生時期 

（1） 本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、行使請求

しようとする本新株予約権の内容及び数を表示し、請求年月日等を記載してこれに記名捺印

した上、行使期間中に上記行使請求の受付場所に提出しなければならない。なお、上記行使

請求の受付場所に対し行使に要する書類を提出したものは、その後これを撤回することはで

きない。 

（2） 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に必要な書類の全部が別記「新株予約権の行使

請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」記載の行使請求の受付場所に到着した日に発

生する。 

（3） 本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、上記「１ 新規発行新株予約権

付社債（第５回無担保転換社債型新株予約権付社債）」の償還期限の定めにかかわらず、本

新株予約権の行使の効力発生と同時に償還の期限が到来し、かつ消滅するものとする。 

３ 株式の交付方法 

     当社は、行使の効力発生後速やかに、社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75

号）及びその他の関係法令に基づき、本社債権者が指定する口座管理機関の保有する振替口座簿の

顧客口へ増加の記録を行うことにより株式を交付する。  

４ 新株予約権の行使の条件 

  新株予約権の行使の条件に記載する行使制限条項は、株式の希薄化が一度に生じないために条項

を設定している。 

 

以上 
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